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【手続補正書】
【提出日】平成30年7月26日(2018.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）ロジウムと；
ｂ）イリジウム、白金、パラジウム及びルテニウムからなる群から選択される１以上の元
素と；
ｃ）約０．０１から約０．５重量％の、イットリウム、ジルコニウム及びサマリウムから
なる群から選択される任意の１以上の元素のそれぞれと；
　を含むロジウム合金であって、
　合金の他の個々の元素と比較してより多量のロジウムを含む、ロジウム合金。
【請求項２】
ａ）約５０重量％以上のロジウムと；
ｂ）約４９．９９重量％までの、イリジウム、白金及びパラジウムからなる群から選択さ
れる任意の１以上の元素のそれぞれと；
ｃ）約３５重量％までのルテニウムと；
ｄ）約５重量％までの、ニオブ、タンタル、チタン、クロム、モリブデン、コバルト、レ
ニウム、バナジウム、アルミニウム、ハフニウム及びタングステンからなる群から選択さ
れる任意の１以上の元素のそれぞれと；
ｅ）約０．０１から約０．５重量％の、イットリウム、ジルコニウム及びサマリウムから
なる群から選択される任意の１以上の元素のそれぞれと；
を含むロジウム合金であって、イリジウム、白金、パラジウム又はルテニウムの少なくと
も１を含み、かつロジウム合金の総重量％が合計で１００重量％となる、請求項１に記載
のロジウム合金。
【請求項３】
ａ）約７５から約９５重量％のロジウムと；
ｂ）約１５から約２５重量％の、イリジウム、白金及びパラジウムからなる群から選択さ
れる任意の１以上の元素のそれぞれと；
ｃ）０重量％のルテニウムと；
ｄ）約０．０１から約５重量％の、ニオブ、タンタル、チタン、クロム、モリブデン、コ
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バルト、レニウム、バナジウム、アルミニウム、ハフニウム及びタングステンからなる群
から選択される任意の１以上の元素のそれぞれと：
ｅ）約０．０１から約０．５０重量％の、イットリウム、ジルコニウム及びサマリウムか
らなる群から選択される任意の１以上の元素のそれぞれと；
を含むロジウム合金であって、ロジウム合金の総重量％が合計で１００重量％となる、請
求項２に記載のロジウム合金。
【請求項４】
ａ）約５０から約９５重量％のロジウムと；
ｂ）約４５重量％までの、イリジウム、白金及びパラジウムからなる群から選択される任
意の１以上の元素のそれぞれと；
ｃ）約１から約３５重量％のルテニウムと；
ｄ）約５重量％までの、ニオブ、タンタル、チタン、クロム、モリブデン、コバルト、レ
ニウム、バナジウム、アルミニウム、ハフニウム及びタングステンからなる群から選択さ
れる任意の１以上の元素のそれぞれと；
ｅ）約０．０１から約０．５０重量％の、イットリウム、ジルコニウム及びサマリウムか
らなる群から選択される任意の１以上の元素のそれぞれと；
を含むロジウム合金であって、ロジウム合金の総重量％が合計で１００重量％となる、請
求項２に記載のロジウム合金。
【請求項５】

 からなる群から選択される、請求項２に記載のロジウム合金。
【請求項６】
　請求項１から５の何れか一項に記載のロジウム合金を含む、スパーク点火電極。
【請求項７】
　請求項６に記載の電極を含むスパークプラグ。
【請求項８】
　電極又はスパークプラグにおける請求項１から５の何れか一項に記載のロジウム合金の
使用。
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